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全鉄筋ポータルサイトから申請してください。
https://zentekkin.or.jp/system/login.php

全鉄筋会員証明書発行の手順



当協会事務局より申請者 e-mail アドレスに以下書類を送
付します。
①特定技能人材受入の申告事項及び誓約書
②預金口座自動振替申込書

①②の書類に記入・押印し当協会にご郵送ください。
申請書郵送先：〒 101-0046　東京都千代田区神田多町 2-9-6 田中ビル４階

公益社団法人全国鉄筋工事業協会
件　　　　名：「会員証明書発行申請」でお願いします

当協会事務局が、上記①②の書類を確認します。

公益社団法人全国鉄筋工事業協会 
会長 岩田 正吾 様 

鉄筋施工/鉄筋組立てに係る特定技能人材受入の申告事項及び誓約書 

 当社（以下、甲）は、公益社団法人全国鉄筋工事業協会（以下、乙）に対し、特定技能外国人（以下、丙）の受入れにあたっ
て以下の通り申告します。 
甲は、法に則った手続と、乙に正会員として加盟する組合への義務を果たすことを誓約します。とくに乙に定めがない限り、
一般社団法人建設技能人材機構（以下、丁）が提示する「特定技能外国人の適切かつ円滑な受入れの実現に向けた建設業界共通
行動規範」ほか、丁の定めを準用します。 

【申告事項】 
１．甲は、過去５年間の建設業法に基づく監督処分を受けていない。 

 ２．甲は、過去５年間の入管法、技能実習法に基づく行政処分を受けていない。 
【誓約事項】 
Ⅰ．申請手続等に関するの義務 

 １．甲は、責任を持って丙の受入れに必要な各手続きを行い、各書類の提出期限を厳守する。 
 ２．甲は、受入、変更、帰国等が発生した時点で速やかに乙に報告書を提出し、丁へ支払う受入負担金の延滞や過払い等が
生じないように対応する。 

Ⅱ．丙受入と乙からの脱退に関する義務 
 ３．丙受入は、その各種取り決め（本誓約書、受入負担金の案内、丁が定める行動規範、口座振替引落依頼書等）の合意企
業が対象であり、これに甲は同意する。 
４．甲の受入負担金の支払い義務について、甲の延滞で乙の収納代行が滞り、状況が改善されないと乙が判断した場合は、
丙受入は中止となり、丙が転出となることに甲は同意する。 
５．甲が乙加盟組合から脱退する場合は、甲は一か月前に乙に連絡する。脱退時点で乙経由の丙受入は中止となり、丙が転
出となることに甲は同意する。 

Ⅲ．雇用者に関する義務 
６．甲は、丙が在留資格を適切に有していること（在留資格取得後にあっても在留期間の更新を適切に行っていること等を
含む。）を常時確認する。 
７．甲は、丙に対し、同等の技能を有する日本人と同等の報酬を、月給制・固定給の設定などの方法によって確実に支払う
とともに、技能の習熟に応じて昇給を行うことにより、技能と経験に見合った適切な処遇を確保する。 
８．甲は、自ら社会保険への加入義務を果たすとともに、外国人を含め、被雇用者を必要な社会保険に加入させる。 
９．甲は、丙との雇用契約において、契約締結時に、当該外国人が従事する業務内容、これに対する報酬、労働時間、休暇、
社会保険の加入状況その他の雇用関係に関する重要事項を母国語で説明し、かつ、書面にて契約を締結する。 
１０．甲は、外国人であることを理由として、報酬の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用、労災保険の適用その
他の待遇について、差別的取扱いをしてはならない。 
１１．甲は、社内及び現場において、丙の人権を尊重し、暴力、暴言、いじめ及びハラスメントを根絶するとともに、職
業選択上の自由を尊重する。 
１２．甲は、建設キャリアアップシステムに加入し、受け入れた丙の登録を確実なものとするとともに、技能習得や資格
取得を促し、適切な技能レベルへのキャリアアップをできるように努める。 
１３．甲は、丙が現場における指示等を的確に理解できるなど、技能レベルに合わせた日本語能力が身につけられるよう
に配慮し、安全確保に必要な技能、知識等の向上を支援するとともに、安全の確保その他の要請に基づき元請企業が行
う指導に従う。 
１４．甲は、丙が日本国内で安定的かつ円滑に就労し、生活できるよう、宿舎、通勤、相談等の日常生活上及び社会生活
上の支援を行う。 
１５．甲は、丙が有する能力を有効に発揮できるよう、日常的に密接なコミュニケーションを図りながら、良好な職場環
境を保ち、適切な処遇を行うとともに、他事業者が雇用している外国人に対し、直接的、間接的な手段を問わず、悪質
な引抜行為を行わない。 

22002211年年  〇〇月月  〇〇日日  
建建設設企企業業のの名名称称（（甲甲））  

株株式式会会社社〇〇〇〇鉄鉄筋筋  
事事務務所所所所在在地地  
〇〇〇〇県県〇〇〇〇市市〇〇〇〇町町〇〇〇〇番番〇〇〇〇番番地地  

代代表表者者のの氏氏名名          署署名名  法法人人代代表表印印  ○○印印  

誓誓約約書書のの内内容容をを確確認認のの上上、、署署名名捺捺印印ををおお願願いいししまますす。。  

金 融 機 関 使 用 欄

検 印 印 鑑 照 合 係 印

預預 金金 口口 座座 振振 替替 申申 込込 書書 ＜＜ JJ CC BB ロロ ーー ンン 用用 ＞＞

自自 動動 払払 込込 利利 用用 申申 込込 書書 (( ))

株 式 会 社 R o b o t P a y m e n t

公 益 社 団 法 人 全 国 鉄 筋 工 事 業 協 会 ( 1 1 7 7 6 3 ) 御 中

年 　 　 月 　 　 日

11 .. 印印 鑑鑑 相相 違違

22 .. 預預 金金 種種 目目 相相 違違

33 .. 印印 鑑鑑 不不 鮮鮮 明明

44 .. 名名 義義 人人 相相 違違

55 .. 口口 座座 番番 号号 相相 違違

66 .. 預預 金金 取取 引引 なな しし

77 .. 支支 店店 名名 相相 違違

88 .. そそ のの 他他 　 (( 　　 　 ))

顧 客 番 号 2 0 3 5 2 3 4 0 7 0 0 0 0 0 5 2 3 8 2 8

収 納 企 業 株株 式式 会会 社社 ジジ ェェ ーー シシ ーー ビビ ーー
受 託 先 お よ び

料 金 等 の 種 類
受 入 負 担 金

私 は 上 記 の 料 金 等 を 預 金 口 座 振 替 の 方 法 に よ り 株 式 会 社 ジ ェ ー シ ー ビ ー を 通 じ て 支 払 う こ と に し ま し た の で 、 下 記 記 載 の 預 金 口 座 振 替 規 定 を 確 約 の う え 下 記
口 座 か ら の 振 替 を 依 頼 し ま す 。 ( ゆ う ち ょ 銀 行 は 除 く )

民 間 金 融 機 関

( ゆ う ち ょ 銀 行 以
外 )

金 融 機 関 名

1 . 銀 行 　 　 　 　 2 . 信 用 金 庫

3 . 信 用 組 合 　 4 . 労 働 金 庫

5 . 農 協 　 　 　 　 6 . 漁 協

1 . 本 店

2 . 支 店

3 . 出 張 所

指 定 口 座
1 . 普 通 預 金

2 . 当 座 預 金

口 座 番 号 ( 右 詰 め で ご 記 入 く だ さ い 。 )

コ ー ド

銀 行 番 号 店 番 号

ゆ う ち ょ

銀 行

種 目 コ ー ド 契 約 種 別 コ ー ド 記 号 ( 6 桁 目 が あ る 場 合 は ※ 欄 に ご 記 入 く だ さ い 。 ) 番 号 ( 右 詰 め で ご 記 入 く だ さ い 。 )

1 6 6 3 0 1 0
※

払 込 先 口 座 番 号 0 0 1 0 0 - 6 - 4 0 3 8 3 3 払 込 先 加 入 者 名 株 式 会 社 ジ ェ ー シ ー ビ ー

太太 枠枠 内内 をを ごご 記記 入入 のの 上上 、、 ごご 捺捺 印印 くく だだ ささ いい 。。

フ リ ガ ナ
届 け 出 印

口 座 名 義

金 融 機 関 振 替 日 毎 月 １ ０ 日 ( 金 融 機 関 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )
不 鮮 明 な 場 合 は こ ち ら へ

ゆ う ち ょ

銀 行
払 込 日 毎 月 １ ０ 日 ( 金 融 機 関 休 業 日 の 場 合 は 翌 営 業 日 )

預預 金金 口口 座座 振振 替替 規規 定定 (( ゆゆ うう ちち ょょ 銀銀 行行 をを 除除 くく ))

1 . 株 式 会 社 ジ ェ ー シ ー ビ ー ( 以 下 J C B と い う ) か ら 貴 店 に 請 求 書 が 送 付 さ れ た と き は 、 私 に 通 知 す る こ と な く 、 毎 月 所 定 日 ( 当 日 が 金 融 機 関 休 業 日 の 場 合 に は 翌 営 業 日 ) に 請 求 書 記 載 金 額 を 預 金 口 座 か ら 引

落 し の 上 支 払 っ て く だ さ い 。 こ の 場 合 、 預 金 規 定 ま た は 当 座 勘 定 規 定 に か か わ ら ず 、 預 金 通 帳 、 同 払 戻 請 求 書 の 提 出 ま た は 小 切 手 の 振 出 し は し ま せ ん 。

2 . 振 替 日 に お い て 請 求 書 記 載 金 額 が 預 金 口 座 か ら 払 戻 す こ と の で き る 金 額 ( 当 座 貸 越 を 利 用 で き る 範 囲 内 の 金 額 を 含 む 。 ) を こ え る と き は 、 私 に 通 知 す る こ と な く 、 請 求 書 を J C B に 返 戻 し て も さ し つ か え あ り

ま せ ん 。 ま た 、 振 替 日 以 降 任 意 の 日 に 、 貴 店 が J C B か ら 請 求 の あ っ た 金 額 ( 振 替 日 請 求 額 の 全 額 ま た は 一 部 ) を 引 落 し の う え 支 払 っ て も さ し つ か え あ り ま せ ん 。

3 . こ の 契 約 を 解 約 す る と き は 、 私 か ら 貴 店 に 書 面 に よ り 届 出 ま す 。 な お 、 こ の 届 出 が な い ま ま 長 期 間 に わ た り J C B か ら 請 求 が な い 等 相 当 の 事 由 が あ る と き は 、 と く に 申 出 し な い 限 り 、 貴 店 は こ の 契 約 が 終 了 し

た も の と し て 取 扱 っ て さ し つ か え あ り ま せ ん 。

4 . こ の 預 金 口 座 振 替 に つ い て か り に 紛 議 が 生 じ て も 、 貴 店 の 責 め に よ る 場 合 を の ぞ き 、 貴 店 に は 迷 惑 を か け ま せ ん 。 ゆ う ち ょ 銀 行 を ご 指 定 の 場 合 は 自 動 払 込 み 規 定 が 適 用 さ れ ま す 。

金金 融融 機機 関関 ・・ ゆゆ うう ちち ょょ 銀銀 行行 のの 方方 へへ ここ のの 依依 頼頼 書書 ・・ 申申 込込 書書 にに 不不 備備 がが ああ るる 場場 合合 はは 該該 当当 理理 由由 にに ○○ 印印 をを 付付 けけ てて 下下 記記 ああ てて にに ごご 返返 信信 くく だだ ささ いい 。。

＜＜ 不不 備備 のの 場場 合合 のの ごご 返返 送送 先先 ＞＞

〒〒 66 88 00 -- 88 77 99 00 鳥鳥 取取 市市 若若 葉葉 台台 北北 66 -- 11 -- 11

株株 式式 会会 社社 ジジ ェェ ーー シシ ーー ビビ ーー 会会 員員 ササ ーー ビビ スス 部部

電電 話話 番番 号号 00 44 22 22 -- 44 00 -- 88 11 77 00 (( 直直 通通 )) 99 :: 00 00 AA MM ~~ 55 :: 00 00 PP MM 土土 ・・ 日日 ・・ 祝祝 ・・ 年年 末末 年年 始始 休休

記入例

〇〇 〇〇

1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6

株式会社〇〇鉄筋　代表取締役社長　鉄筋太郎

ﾌﾘｶﾞﾅを正しく記載して下さい

届け出印

① ②

2

3

4
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発行には、全鉄筋が書類を受領してから約 7 営業日程度を
要します。
ご必要の際はお早めにご申請いただけますようお願い申し
上げます。

（様式３-１） 

年  月  日 

会員証明書 

東京都千代田区神田多町 2-9-6 
田中ビル 4階 

公益社団法人全国鉄筋工事業協会 
会長 岩田 正吾 

下記の法人について、発行時点で当協会の会員であることを証明します。 
併記の会員（企業）は当該法人に加盟していることを申し添えます。 

記 

【 併 記 】 

以上 

所 在 地 〇〇県〇〇市〇〇町 １－２－３ 

会 員 名 称 〇〇県鉄筋工事業協同組合 

代 表 者 名 理事長 組合 太郎 

会員コード ０１－２０１９＊＊＊＊ 

所 在 地 〇〇県△△市△△町 ４－５－６ 

会 員 名 称 株式会社サンプル鉄筋工業 

代 表 者 名 鉄筋 太郎 

No. ０１－２０１９＊＊＊＊－０００１ 

特定技能受入計画認定申請は、全鉄筋が

発行した会員証明書を添付ください。自

社が加入している組合の会員証明書で

は申請できません。ご注意ください。 

会員証明書は
建設特定技能受入計画オンライン申請時に

必要となります。




